
 

 
１ 沿革 

年 月 事         項 

 明治11年 6月 

  昭和18年11月 

 
    20年 6月 
    23年 7月 
    24年 6月 
    26年 7月 

 
    59年 7月 

 
 平成13年 1月 
    14年 7月 

  神戸郵政局が、西洋形船舶の検査試験事務の出張所となる。 

    運輸通信省が設置され、中央の海運総局のもとに、兵庫、岡山、広島、 
 島根、鳥取の５県を管轄する「神戸海運局」となる。 
    官制改正により、兵庫県を管轄する「神戸海運監理部」となる。 
  官制改正により、兵庫県を管轄する「神戸海運局」となる。 
  運輸省設置法が施行される。 
  港湾法の施行に伴い、港湾の管理運営に関する業務を神戸市に移管。 

本局は総務、運航、船舶及び船員の４部体制となる。 
    運輸省組織改正により、兵庫県における海事行政を所管する「神戸 

海運監理部」となる。 
  中央省庁等改革により国土交通省が設置される。 
    地方運輸局の組織再編により、兵庫県における運輸行政を所管する 

「神戸運輸監理部」となる。 

 


